
４第１８号議案  

 

教育職員免許法並びに教育職員免許法施行法施行細則の一部改正に 

ついて 

このことについて、教育職員免許法並びに教育職員免許法施行法施行細則を一

部改正したいので、別添案を添えて請議します。 

令和４年６月１日提出 

 

教育長 飯 田  靖   

 

説 明 

この案を提出するのは、教育職員免許法（昭和２４年法律第１４７号）等の一部

改正等に伴い、関係規定の所要の改正を行うため必要があるからである。 

 

  

  

 



教育職員免許法並びに教育職員免許法施行法施行細則 

の一部を改正する規則の概要 

 
 
１ 改正の理由・概要 

教育職員免許法（昭和２４年法律第１４７号）等の一部改正による教員免許更新制

の廃止に伴い、教員免許状の有効期間の更新等における申請書類等の規定を削除する

必要があるため。 

 
 

２ 改正の内容 

（１）有効期間の更新等の申請に必要な書類及び様式に係る規定を削除する。 
（２）免許状更新講習及び更新講習修了確認に関して、免許管理者である県教育委員会

が定めることになっている者に係る規定を削除する。 
（３）その他所要の整備を図ること。 

 
３ 施行期日 

令和４年７月１日 
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 教 育 職 員 免 許 法 並 び に 教 育 職 員 免 許 法 施 行 法 施 行 細 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。 

  令 和 四 年  月  日  

愛 知 県 教 育 委 員 会 教 育 長  飯  田    靖    

愛 知 県 教 育 委 員 会 規 則 第  号  

   教 育 職 員 免 許 法 並 び に 教 育 職 員 免 許 法 施 行 法 施 行 細 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則  

 教 育 職 員 免 許 法 並 び に 教 育 職 員 免 許 法 施 行 法 施 行 細 則 （ 昭 和 三 十 年 愛 知 県 教 育 委 員 会 規 則 第 一

号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

第 八 条 第 一 項 ホ の 表 備 考 中 「 第 五 条 第 六 項 」 を 「 第 五 条 第 五 項 」 に 改 め る 。  

第 十 一 条 第 一 項 た だ し 書 中 「 又 は 第 五 号 」 を 削 り 、 同 項 第 五 号 を 削 り 、 同 条 第 二 項 第 二 号 を 次

の よ う に 改 め る 。  

二  免 許 法 第 十 六 条  

  免 許 法 第 十 六 条 第 一 項 に 規 定 す る 教 員 資 格 認 定 試 験 に 合 格 し た こ と の 証 明 書  

第 十 一 条 第 二 項 第 五 号 中 「 第 十 七 条 第 一 項 」 を 「 第 十 七 条 」 に 改 め る 。  

第 十 二 条 第 一 項 た だ し 書 中 「 又 は 第 八 号 」 を 削 り 、 同 項 第 八 号 を 削 る 。  

第 十 二 条 の 二 第 三 号 中 「 第 五 条 第 四 項 」 を 「 第 五 条 第 三 項 」 に 改 め る 。  

第 十 三 条 第 二 項 第 一 号 中 「 第 五 条 第 六 項 」 を 「 第 五 条 第 五 項 」 に 改 め 、 同 号 イ 中 「 同 条 第 六 項

た だ し 書 」 を 「 第 五 項 た だ し 書 」 に 改 め る 。  

第 十 三 条 の 二 か ら 第 十 三 条 の 十 三 ま で を 削 る 。  

第 十 五 条 の 三 第 一 項 中 「 第 十 三 条 ま で 及 び 第 十 四 条 」 を 「 第 十 四 条 ま で 」 に 改 め 、 同 条 第 二 項

中 「 第 十 三 条 の 七 ま で 、 第 十 四 条 か ら 」 を 削 る 。  

第 十 六 条 第 一 項 中 「 第 十 三 条 の 七 ま で 、 第 十 四 条 」 を 「 第 十 四 条 ま で 」 に 改 め る 。  

第 十 八 条 中 「 （ 旧 免 許 状 所 持 者 に 授 与 す る 場 合 に あ つ て は 、 様 式 第 十 四 の 五 ） 」 を 削 る 。  

第 二 十 条 中 「 及 び 平 成 十 九 年 改 正 法 附 則 第 二 条 第 六 項 」 を 削 る 。  

第 二 十 一 条 中 「 県 教 育 長 」 を 「 教 育 委 員 会 の 教 育 長 」 に 改 め る 。  

 

様 式 第 九 の 三 中  

第
５
条
第

４
項

 を  

第
５
条
第

３
項

 に 改 め る 。  

 

様 式 第 十 一 の 二 か ら 様 式 第 十 一 の 八 ま で 及 び 様 式 第 十 四 の 四 を 削 り 、 様 式 第 十 四 の 五 を 様 式 第

十 四 の 四 と す る 。  

 

「 「 

」 」 
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教
育
職
員
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許
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５

項
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い
て
準

用
す

る
同
法

第
1
0
条
第
２

項
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
の
 

教
育
職
員

免
許
法
及

び
教
育

公
務

員
特
例

法
の
一

部
を

改
正
す

る
法

律
（
平

成
1
9
年

法
律
第

9
8
号

）
附

則
第
２

条
第
６
項

 

教
育
職
員

免
許
法

第
1
0
条

第
２

項
 

教
育
職
員

免
許
法

第
1
1
条

第
５

項
に

お
い
て

準
用
す
る

同
法
第

1
0
条
第

２
項

 の
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様 式 第 十 六 中         を        に 、  

す
べ

て

 を  

全
て  に 改 め る 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   附  則  

１  こ の 規 則 は 、 令 和 四 年 七 月 一 日 か ら 施 行 す る 。  

２  教 育 公 務 員 特 例 法 及 び 教 育 職 員 免 許 法 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 （ 令 和 四 年 法 律 第 四 十 号 。 以 下

「 改 正 法 」 と い う 。 ） 附 則 第 十 二 条 第 一 項 の 規 定 に よ り な お 従 前 の 例 に よ る こ と と さ れ る 改 正 法

第 十 一 条 の 規 定 に よ る 改 正 前 の 教 育 職 員 免 許 法 及 び 教 育 公 務 員 特 例 法 の 一 部 を 改 正 す る 法 律

（ 平 成 十 九 年 法 律 第 九 十 八 号 ） 附 則 第 二 条 第 五 項 の 規 定 に よ り 改 正 法 の 施 行 の 日 前 に 失 効 し た

普 通 免 許 状 及 び 特 別 免 許 状 の 返 納 に つ い て は 、 改 正 後 の 教 育 職 員 免 許 法 並 び に 教 育 職 員 免 許 法

施 行 法 施 行 細 則 第 二 十 条 の 規 定 に か か わ ら ず 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。  

「 

「 

」 

」 

」 

」

「 「 
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教
育
職
員
免
許
法
並
び
に
教
育
職
員
免
許
法
施
行
法
施
行
細
則
の
一
部
改
正
新
旧
対
照
表 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

新 

 

（
単
位
の
修
得
方
法
） 

第
八
条 

免
許
法
施
行
規
則
第
十
四
条
に
規
定
す
る
単
位
の
修
得
方
法
は
、
次
の
イ
か

ら
ト
ま
で
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
ご
と
に
、
イ
か
ら
ト
ま
で
の
表
の
第
一
欄
に
掲
げ

る
在
職
年
数
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
第
二
欄
に
掲
げ
る
科
目
の
単
位
を
含
め
て
第
三
欄

に
掲
げ
る
単
位
を
修
得
す
る
も
の
と
す
る
。 

イ
～
ニ 

略 

ホ 

高
等
学
校
助
教
諭
の
臨
時
免
許
状
を
有
す
る
者
が
、
高
等
学
校
教
諭
の
一
種
免

許
状
を
取
得
す
る
場
合 

第
一
欄 

第
二
欄 

第
三
欄 

 

 

在
職
年
数 

教
科
に
関
す

る
専
門
的
事

項
に
関
す
る

科
目 

各
教
科
の
指

導
法
に
関
す

る
科
目
又
は

教
諭
の
教
育

の
基
礎
的
理

解
に
関
す
る

科
目
等 

大
学
が
独
自

に
設
定
す
る

科
目 

最
低
修
得
単
位
数  

  

略 

備
考 

大
学
に
二
年
以
上
在
学
し
、
六
十
二
単
位
以
上
を
修
得
し
た
者
又
は
高
等
専
門
学

校
を
卒
業
し
た
者
で
、
免
許
法
第
五
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
、
高
等
学
校
助
教
諭

の
臨
時
免
許
状
の
授
与
を
受
け
た
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
大
学
又
は
高
等
専
門
学
校

に
お
い
て
各
教
科
の
指
導
法
に
関
す
る
科
目
又
は
教
諭
の
教
育
の
基
礎
的
理
解
に

関
す
る
科
目
等
に
つ
い
て
四
単
位
以
上
を
修
得
し
て
い
な
い
も
の
で
あ
る
と
き
は
、

こ
の
表
に
規
定
す
る
各
教
科
の
指
導
法
に
関
す
る
科
目
又
は
教
諭
の
教
育
の
基
礎

的
理
解
に
関
す
る
科
目
等
の
単
位
に
、
四
単
位
に
不
足
す
る
単
位
数
を
加
え
て
修
得

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

ヘ
以
下 

略 

  
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

旧 

 

（
単
位
の
修
得
方
法
） 

第
八
条 

同
上 

   

イ
～
ニ 

略 

ホ 

同
上 

  

第
一
欄 

第
二
欄 

第
三
欄 

 

 

在
職
年
数 

教
科
に
関
す

る
専
門
的
事

項
に
関
す
る

科
目 

各
教
科
の
指

導
法
に
関
す

る
科
目
又
は

教
諭
の
教
育

の
基
礎
的
理

解
に
関
す
る

科
目
等 

大
学
が
独
自

に
設
定
す
る

科
目 

最
低
修
得
単
位
数 

 

 

略 

 

備
考 

大
学
に
二
年
以
上
在
学
し
、
六
十
二
単
位
以
上
を
修
得
し
た
者
又
は
高
等
専
門

学
校
を
卒
業
し
た
者
で
、
免
許
法
第
五
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
高
等
学
校
助

教
諭
の
臨
時
免
許
状
の
授
与
を
受
け
た
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
大
学
又
は
高
等
専

門
学
校
に
お
い
て
各
教
科
の
指
導
法
に
関
す
る
科
目
又
は
教
諭
の
教
育
の
基
礎
的

理
解
に
関
す
る
科
目
等
に
つ
い
て
四
単
位
以
上
を
修
得
し
て
い
な
い
も
の
で
あ
る

と
き
は
、
こ
の
表
に
規
定
す
る
各
教
科
の
指
導
法
に
関
す
る
科
目
又
は
教
諭
の
教

育
の
基
礎
的
理
解
に
関
す
る
科
目
等
の
単
位
に
、
四
単
位
に
不
足
す
る
単
位
数
を

加
え
て
修
得
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

ヘ
以
下 

略 
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２
以
下 

略 

 

（
普
通
免
許
状
授
与
の
出
願
） 

第
十
一
条 
普
通
免
許
状
の
授
与
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
（
次
条
第
一
項
本
文
に
規
定

す
る
者
を
除
く
。
）
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
教
育
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
た
だ
し
、
第
四
号
の
規
定
は
、
第
二
号
に
掲
げ
る
書
類
中
に
記
載
さ
れ
た
氏

名
及
び
本
籍
地
を
変
更
し
て
い
な
い
者
に
は
適
用
し
な
い
。 

 

一
～
四 

略 

         

２ 

前
項
第
二
号
の
所
要
資
格
を
証
す
る
書
類
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
の
適
用

を
受
け
る
者
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
書
類
と
す
る
。 

一 

略 

二 

免
許
法
第
十
六
条 

 

免
許
法
第
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
教
員
資
格
認
定
試
験
に
合
格
し
た
こ
と

の
証
明
書 

２
以
下 

略 

 

（
普
通
免
許
状
授
与
の
出
願
） 

第
十
一
条 

普
通
免
許
状
の
授
与
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
（
次
条
第
一
項
本
文
に
規
定

す
る
者
を
除
く
。
）
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
教
育
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
た
だ
し
、
第
四
号
の
規
定
は
、
第
二
号
又
は
第
五
号
に
掲
げ
る
書
類
中
に
記

載
さ
れ
た
氏
名
及
び
本
籍
地
を
変
更
し
て
い
な
い
者
に
は
適
用
し
な
い
。 

一
～
四 

略 

五 

免
許
法
第
五
条
第
二
項
若
し
く
は
第
十
六
条
の
二
第
二
項
（
免
許
法
第
十
六
条

の
三
第
三
項
、
第
十
六
条
の
四
第
四
項
又
は
第
十
七
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
者
又
は
免
許
法
附
則
第
八
項
本
文
若

し
く
は
第
十
一
項
本
文
若
し
く
は
改
正
法
附
則
第
十
項
本
文
の
規
定
の
適
用
を
受

け
る
者
（
教
育
職
員
免
許
法
及
び
教
育
公
務
員
特
例
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
平
成
十
九
年
法
律
第
九
十
八
号
。
以
下
「
平
成
十
九
年
改
正
法
」
と
い
う
。
）
附

則
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
旧
免
許
状
所
持
者
（
以
下
「
旧
免
許
状
所
持
者
」

と
い
う
。
）
を
除
く
。
）
に
あ
つ
て
は
、
免
許
法
第
七
条
第
四
項
に
規
定
す
る
証
明

書
（
以
下
「
免
許
状
更
新
講
習
修
了
（
履
修
）
証
明
書
」
と
い
う
。
） 

２ 

同
上 

 
一 
略 

二 
免
許
法
第
十
六
条
の
二 

 

免
許
法
第
十
六
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
教
員
資
格
認
定
試
験
に
合
格
し
た

こ
と
の
証
明
書 
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三
及
び
四 

略 
五 
免
許
法
第
十
七
条 

免
許
法
第
十
七
条
に
規
定
す
る
教
員
資
格
認
定
試
験
に
合
格
し
た
こ
と
の
証
明

書 

六
以
下 

略 

 

（
普
通
免
許
状
の
授
与
の
た
め
の
教
育
職
員
検
定
の
出
願
） 

第
十
二
条 

普
通
免
許
状
の
授
与
の
た
め
の
教
育
職
員
検
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
教
育
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、

第
七
号
の
規
定
は
、
第
三
号
に
掲
げ
る
書
類
中
に
記
載
さ
れ
た
氏
名
及
び
本
籍
地
を

変
更
し
て
い
な
い
者
に
は
適
用
し
な
い
。 

一
～
七 

略 

     

２
以
下 

略 

 

（
特
別
免
許
状
の
授
与
の
た
め
の
教
育
職
員
検
定
の
出
願
） 

第
十
二
条
の
二 

特
別
免
許
状
の
授
与
の
た
め
の
教
育
職
員
検
定
を
受
け
よ
う
と
す
る

者
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
教
育
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、

第
五
号
の
規
定
は
教
員
と
し
て
の
経
験
を
有
し
な
い
者
に
、
第
九
号
の
規
定
は
第
三

号
に
掲
げ
る
書
類
中
に
記
載
さ
れ
た
氏
名
及
び
本
籍
地
を
変
更
し
て
い
な
い
者
に
は

三
及
び
四 

略 

五 

免
許
法
第
十
七
条 

免
許
法
第
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
教
員
資
格
認
定
試
験
に
合
格
し
た
こ
と

の
証
明
書 

六
以
下 

略 

 

（
普
通
免
許
状
の
授
与
の
た
め
の
教
育
職
員
検
定
の
出
願
） 

第
十
二
条 

普
通
免
許
状
の
授
与
の
た
め
の
教
育
職
員
検
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
教
育
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、

第
七
号
の
規
定
は
、
第
三
号
又
は
第
八
号
に
掲
げ
る
書
類
中
に
記
載
さ
れ
た
氏
名
及

び
本
籍
地
を
変
更
し
て
い
な
い
者
に
は
適
用
し
な
い
。 

一
～
七 

略 

八 

免
許
法
第
六
条
第
四
項
（
免
許
法
附
則
第
九
項
後
段
若
し
く
は
第
十
七
項
後
段

又
は
施
行
法
第
二
条
第
一
項
後
段
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を

含
む
。
）
又
は
免
許
法
第
十
七
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
免
許
法
第
十
六
条
の

二
第
二
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
者
に
あ
つ
て
は
、
免
許
状
更
新
講
習
修
了
（
履

修
）
証
明
書 

２
以
下 

略 

 
（
特
別
免
許
状
の
授
与
の
た
め
の
教
育
職
員
検
定
の
出
願
） 

第
十
二
条
の
二 

同
上 
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適
用
し
な
い
。 

一
及
び
二 

略 
三 

免
許
法
第
五
条
第
三
項
に
規
定
す
る
資
格
等
を
有
す
る
こ
と
を
証
す
る
書
類 

四
以
下 

略 

 

（
臨
時
免
許
状
の
授
与
の
た
め
の
教
育
職
員
検
定
の
出
願
） 

第
十
三
条 

略 

２ 

前
項
第
三
号
の
所
要
資
格
を
証
す
る
書
類
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
の
適
用

を
受
け
る
者
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
書
類
と
す
る
。 

一 

免
許
法
第
五
条
第
五
項
又
は
免
許
法
施
行
規
則
第
六
十
五
条 

イ 

免
許
法
第
五
条
第
一
項
第
二
号
若
し
く
は
第
五
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
該
当

し
な
い
こ
と
（
免
許
法
附
則
第
三
項
若
し
く
は
第
七
項
又
は
改
正
法
附
則
第
二

十
項
若
し
く
は
第
二
十
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
者
に
あ
つ
て
は
、
そ
れ

ぞ
れ
の
規
定
に
定
め
る
資
格
を
有
す
る
こ
と
。
）
又
は
免
許
法
施
行
規
則
第
六
十

五
条
に
規
定
す
る
資
格
を
有
す
る
こ
と
の
証
明
書 

ロ 

略 

二 

略 

      

 

一
及
び
二 

略 

三 

免
許
法
第
五
条
第
四
項
に
規
定
す
る
資
格
等
を
有
す
る
こ
と
を
証
す
る
書
類 

四
以
下 

略 

 

（
臨
時
免
許
状
の
授
与
の
た
め
の
教
育
職
員
検
定
の
出
願
） 

第
十
三
条 

略 

２ 

同
上 

 

一 

免
許
法
第
五
条
第
六
項
又
は
免
許
法
施
行
規
則
第
六
十
五
条 

イ 

免
許
法
第
五
条
第
一
項
第
二
号
若
し
く
は
同
条
第
六
項
た
だ
し
書
の
規
定
に

該
当
し
な
い
こ
と
（
免
許
法
附
則
第
三
項
若
し
く
は
第
七
項
又
は
改
正
法
附
則

第
二
十
項
若
し
く
は
第
二
十
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
者
に
あ
つ
て
は
、

そ
れ
ぞ
れ
の
規
定
に
定
め
る
資
格
を
有
す
る
こ
と
。
）
又
は
免
許
法
施
行
規
則
第

六
十
五
条
に
規
定
す
る
資
格
を
有
す
る
こ
と
の
証
明
書 

ロ 

略 

二 

略 

 

（
有
効
期
間
の
更
新
の
申
請
） 

第
十
三
条
の
二 

普
通
免
許
状
又
は
特
別
免
許
状
（
以
下
第
十
三
条
の
七
ま
で
に
お
い

て
単
に
「
免
許
状
」
と
い
う
。
）
の
有
効
期
間
の
更
新
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次

に
掲
げ
る
書
類
を
教
育
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
第
四
号

の
規
定
は
、
第
二
号
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
書
類
中
に
記
載
さ
れ
た
氏
名
及
び
本
籍

地
を
変
更
し
て
い
な
い
者
に
は
適
用
し
な
い
。 
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一 

有
効
期
間
更
新
申
請
書
（
様
式
第
十
一
の
二
） 

二 

免
許
状
更
新
講
習
修
了
（
履
修
）
証
明
書 

三 

所
持
す
る
免
許
状
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類 

四 

戸
籍
抄
本 

２ 

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
免
許
法
第
九
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
免
許

状
更
新
講
習
（
免
許
法
第
九
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
免
許
状
更
新
講
習
を
い
う
。

以
下
同
じ
。）
を
受
け
る
必
要
が
な
い
も
の
と
す
る
認
定
を
受
け
て
有
効
期
間
の
更
新

を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
教
育
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
第
二
号
の
規
定
は
第
一
号
に
掲
げ
る
書
類
中
に
免
許
法
施
行

規
則
第
六
十
一
条
の
四
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
あ
る
こ
と
（
同
条
第
一

号
、
第
二
号
及
び
第
五
号
に
掲
げ
る
者
に
つ
い
て
は
、
最
新
の
知
識
技
能
を
十
分
に

有
し
て
い
る
者
で
あ
る
こ
と
を
含
む
。
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
証
明
が
記
載
さ

れ
た
者
に
、
第
四
号
の
規
定
は
第
二
号
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
書
類
中
に
記
載
さ
れ

た
氏
名
及
び
本
籍
地
を
変
更
し
て
い
な
い
者
に
は
適
用
し
な
い
。 

一 

有
効
期
間
更
新
申
請
書
（
様
式
第
十
一
の
三
） 

二 

免
許
法
施
行
規
則
第
六
十
一
条
の
四
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
あ
る

こ
と
を
証
す
る
書
類 

三 

所
持
す
る
免
許
状
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類 

四 
戸
籍
抄
本 

 

（
有
効
期
間
の
延
長
の
申
請
） 

第
十
三
条
の
三 
免
許
状
の
有
効
期
間
の
延
長
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ

る
書
類
を
教
育
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
第
二
号
の
規
定
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は
第
一
号
に
掲
げ
る
書
類
中
に
免
許
法
第
九
条
の
二
第
五
項
に
定
め
る
有
効
期
間
の

延
長
の
事
由
が
あ
る
こ
と
の
証
明
が
記
載
さ
れ
た
者
に
、
第
四
号
の
規
定
は
第
二
号

又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
書
類
中
に
記
載
さ
れ
た
氏
名
及
び
本
籍
地
を
変
更
し
て
い
な

い
者
に
は
適
用
し
な
い
。 

一 

有
効
期
間
延
長
申
請
書
（
様
式
第
十
一
の
四
） 

二 

免
許
法
第
九
条
の
二
第
五
項
に
定
め
る
有
効
期
間
の
延
長
の
事
由
が
あ
る
こ
と

を
証
す
る
書
類 

三 

所
持
す
る
免
許
状
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類 

四 

戸
籍
抄
本 

 

（
更
新
講
習
修
了
確
認
の
申
請
） 

第
十
三
条
の
四 

平
成
十
九
年
改
正
法
附
則
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
更
新
講
習
修

了
確
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
教
育
委
員
会
に
提
出
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
第
四
号
の
規
定
は
、
第
二
号
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る

書
類
中
に
記
載
さ
れ
た
氏
名
及
び
本
籍
地
を
変
更
し
て
い
な
い
者
に
は
適
用
し
な

い
。 

一 

更
新
講
習
修
了
確
認
申
請
書
（
様
式
第
十
一
の
五
） 

二 

免
許
状
更
新
講
習
修
了
（
履
修
）
証
明
書 

三 

所
持
す
る
免
許
状
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類 

四 
戸
籍
抄
本 

 

（
平
成
十
九
年
改
正
法
附
則
第
二
条
第
三
項
第
三
号
に
規
定
す
る
確
認
の
申
請
） 

第
十
三
条
の
五 
平
成
十
九
年
改
正
法
附
則
第
二
条
第
三
項
第
三
号
に
規
定
す
る
確
認

を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
教
育
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
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な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
第
四
号
の
規
定
は
、
第
二
号
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
書
類
中

に
記
載
さ
れ
た
氏
名
及
び
本
籍
地
を
変
更
し
て
い
な
い
者
に
は
適
用
し
な
い
。 

一 

平
成
十
九
年
改
正
法
附
則
第
二
条
第
三
項
第
三
号
の
確
認
申
請
書
（
様
式
第
十

一
の
六
） 

二 

免
許
状
更
新
講
習
修
了
（
履
修
）
証
明
書 

三 

所
持
す
る
免
許
状
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類 

四 

戸
籍
抄
本 

 

（
修
了
確
認
期
限
の
延
期
の
申
請
） 

第
十
三
条
の
六 

平
成
十
九
年
改
正
法
附
則
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
修
了
確
認
期

限
（
以
下
「
修
了
確
認
期
限
」
と
い
う
。）
の
延
期
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に

掲
げ
る
書
類
を
教
育
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
第
二
号
の

規
定
は
同
項
後
段
に
定
め
る
修
了
確
認
期
限
の
延
期
の
事
由
に
よ
り
延
期
を
受
け
よ

う
と
す
る
者
及
び
第
一
号
に
掲
げ
る
書
類
中
に
同
項
前
段
に
定
め
る
修
了
確
認
期
限

の
延
期
の
事
由
が
あ
る
こ
と
の
証
明
が
記
載
さ
れ
た
者
に
、
第
四
号
の
規
定
は
第
二

号
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
書
類
中
に
記
載
さ
れ
た
氏
名
及
び
本
籍
地
を
変
更
し
て
い

な
い
者
に
は
適
用
し
な
い
。 

一 

修
了
確
認
期
限
延
期
申
請
書
（
様
式
第
十
一
の
七
） 

二 

平
成
十
九
年
改
正
法
附
則
第
二
条
第
四
項
前
段
に
定
め
る
修
了
確
認
期
限
の
延

期
の
事
由
が
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
類 

三 
所
持
す
る
免
許
状
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類 

四 

戸
籍
抄
本 

 

（
免
許
状
更
新
講
習
の
受
講
免
除
の
認
定
の
申
請
） 
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第
十
三
条
の
七 

平
成
十
九
年
改
正
法
附
則
第
二
条
第
五
項
括
弧
書
に
規
定
す
る
認
定

を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
教
育
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
第
二
号
の
規
定
は
第
一
号
に
掲
げ
る
書
類
中
に
教
育
職
員
免

許
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
二
十
年
文
部
科
学
省
令
第
九
号
。

以
下
「
平
成
二
十
年
改
正
省
令
」
と
い
う
。
）
附
則
第
十
条
第
一
項
各
号
の
い
ず
れ
か

に
該
当
す
る
者
で
あ
る
こ
と
（
同
項
第
一
号
、
第
二
号
及
び
第
五
号
に
掲
げ
る
者
に

つ
い
て
は
、
最
新
の
知
識
技
能
を
十
分
に
有
し
て
い
る
者
で
あ
る
こ
と
を
含
む
。
第

二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
証
明
が
記
載
さ
れ
た
者
に
、
第
四
号
の
規
定
は
第
二
号
又

は
第
三
号
に
掲
げ
る
書
類
中
に
記
載
さ
れ
た
氏
名
及
び
本
籍
地
を
変
更
し
て
い
な
い

者
に
は
適
用
し
な
い
。 

一 

免
許
状
更
新
講
習
受
講
免
除
申
請
書
（
様
式
第
十
一
の
八
） 

二 

平
成
二
十
年
改
正
省
令
附
則
第
十
条
第
一
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者

で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
類 

三 

所
持
す
る
免
許
状
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類 

四 

戸
籍
抄
本 

 

（
免
許
状
更
新
講
習
を
受
講
で
き
る
教
育
委
員
会
の
職
員
） 

第
十
三
条
の
八 

免
許
状
更
新
講
習
規
則
（
平
成
二
十
年
文
部
科
学
省
令
第
十
号
）
第

九
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
免
許
管
理
者
が
定
め
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
者
と

す
る
。 

一 
教
育
委
員
会
の
教
育
長
（
以
下
「
県
教
育
長
」
と
い
う
。
）
並
び
に
教
育
委
員
会

の
事
務
局
長
及
び
学
習
教
育
部
長
そ
の
他
教
育
委
員
会
の
職
員
で
県
教
育
長
が
別

に
定
め
る
も
の 
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二 

市
町
村
教
育
委
員
会
の
教
育
長
そ
の
他
市
町
村
教
育
委
員
会
の
職
員
で
県
教
育

長
が
別
に
定
め
る
も
の 

 

（
免
許
状
更
新
講
習
を
受
講
で
き
る
教
育
の
職
） 

第
十
三
条
の
九 

免
許
状
更
新
講
習
規
則
第
九
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
免
許
管

理
者
が
定
め
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
者
（
教
育
職
員
で
あ
る
者
を
除
く
。
）
で
あ
つ
て
、

免
許
状
更
新
講
習
を
受
け
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
も
の
と
し
て
県
教
育
長
が
別
に
定

め
る
も
の
と
す
る
。 

一 

教
育
職
員
と
し
て
任
命
さ
れ
、
又
は
雇
用
さ
れ
た
者
で
あ
つ
て
、
任
命
権
者
又

は
雇
用
者
の
要
請
に
応
じ
、
引
き
続
き
次
に
掲
げ
る
者
と
な
つ
て
い
る
も
の 

イ 

国
又
は
地
方
公
共
団
体
の
職
員 

ロ 

免
許
状
更
新
講
習
規
則
第
九
条
第
一
項
第
三
号
イ
、
ロ
又
は
ホ
に
掲
げ
る
法

人
の
役
員
又
は
職
員 

ハ 

学
校
法
人
の
職
員 

ニ 

社
会
福
祉
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
四
十
五
号
）
第
二
十
二
条
に
規
定
す

る
社
会
福
祉
法
人
（
以
下
「
社
会
福
祉
法
人
」
と
い
う
。
）
（
就
学
前
の
子
ど
も

に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十

八
年
法
律
第
七
十
七
号
）
第
二
条
第
七
項
に
規
定
す
る
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど

も
園
（
以
下
「
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
」
と
い
う
。）
を
設
置
す
る
も
の
に

限
る
。
第
三
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
職
員 

二 
学
校
法
人
の
理
事 

三 

社
会
福
祉
法
人
の
理
事 

 

（
更
新
講
習
修
了
確
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
教
育
委
員
会
の
職
員
） 
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第
十
三
条
の
十 

平
成
二
十
年
改
正
省
令
附
則
第
三
条
第
二
号
に
規
定
す
る
免
許
管
理

者
が
定
め
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
者
と
す
る
。 

一 

県
教
育
長
並
び
に
教
育
委
員
会
の
事
務
局
長
及
び
学
習
教
育
部
長
そ
の
他
教
育

委
員
会
の
職
員
で
県
教
育
長
が
別
に
定
め
る
も
の 

二 

市
町
村
教
育
委
員
会
の
教
育
長
そ
の
他
市
町
村
教
育
委
員
会
の
職
員
で
県
教
育

長
が
別
に
定
め
る
も
の 

 

（
更
新
講
習
修
了
確
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
教
育
の
職
） 

第
十
三
条
の
十
一 

平
成
二
十
年
改
正
省
令
附
則
第
三
条
第
三
号
に
規
定
す
る
免
許
管

理
者
が
定
め
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
者
（
教
育
職
員
で
あ
る
者
を
除
く
。
）
で
あ
つ
て
、

免
許
状
更
新
講
習
を
受
け
る
こ
と
が
必
要
な
も
の
と
し
て
県
教
育
長
が
別
に
定
め
る

も
の
と
す
る
。 

一 

教
育
職
員
と
し
て
任
命
さ
れ
、
又
は
雇
用
さ
れ
た
者
で
あ
つ
て
、
任
命
権
者
又

は
雇
用
者
の
要
請
に
応
じ
、
引
き
続
き
次
に
掲
げ
る
者
と
な
つ
て
い
る
も
の 

イ 

地
方
公
共
団
体
の
職
員 

ロ 

国
立
大
学
法
人
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
十
二
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規

定
す
る
国
立
大
学
法
人
（
幼
稚
園
、
小
学
校
、
中
学
校
、
義
務
教
育
学
校
、
高

等
学
校
、
中
等
教
育
学
校
、
特
別
支
援
学
校
又
は
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園

を
設
置
す
る
も
の
に
限
る
。）
の
役
員
又
は
職
員 

ハ 

学
校
法
人
（
幼
稚
園
、
小
学
校
、
中
学
校
、
義
務
教
育
学
校
、
高
等
学
校
、

中
等
教
育
学
校
、
特
別
支
援
学
校
又
は
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
を
設
置
す

る
も
の
に
限
る
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。）
の
職
員 

ニ 

社
会
福
祉
法
人
（
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
を
設
置
す
る
も
の
に
限
る
。
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第
三
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
職
員 

二 

学
校
法
人
の
理
事 

三 

社
会
福
祉
法
人
の
理
事 

 

（
免
許
状
更
新
講
習
を
受
け
る
必
要
が
な
い
者
等
） 

第
十
三
条
の
十
二 

免
許
法
施
行
規
則
第
六
十
一
条
の
四
第
二
号
に
規
定
す
る
免
許
管

理
者
が
定
め
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
者
と
す
る
。 

一 

県
教
育
長
並
び
に
教
育
委
員
会
の
事
務
局
長
及
び
学
習
教
育
部
長
そ
の
他
教
育

委
員
会
の
職
員
で
県
教
育
長
が
別
に
定
め
る
も
の 

二 

市
町
村
教
育
委
員
会
の
教
育
長
そ
の
他
市
町
村
教
育
委
員
会
の
職
員
で
県
教
育

長
が
別
に
定
め
る
も
の 

２ 

免
許
法
施
行
規
則
第
六
十
一
条
の
四
第
四
号
に
規
定
す
る
免
許
管
理
者
が
定
め
る

者
は
、
次
に
掲
げ
る
者
（
教
育
職
員
で
あ
る
者
を
除
く
。）
で
あ
つ
て
、
免
許
状
更
新

講
習
を
受
け
る
必
要
が
な
い
も
の
と
し
て
県
教
育
長
が
別
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

一 

教
育
職
員
と
し
て
任
命
さ
れ
、
又
は
雇
用
さ
れ
た
者
で
あ
つ
て
、
任
命
権
者
又

は
雇
用
者
の
要
請
に
応
じ
、
引
き
続
き
次
に
掲
げ
る
者
と
な
つ
て
い
る
も
の 

イ 

国
又
は
地
方
公
共
団
体
の
職
員 

ロ 

免
許
法
施
行
規
則
第
六
十
一
条
の
四
第
四
号
イ
、
ロ
又
は
ホ
に
掲
げ
る
法
人

の
役
員
又
は
職
員 

ハ 

学
校
法
人
の
職
員 

ニ 
社
会
福
祉
法
人
（
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
を
設
置
す
る
も
の
に
限
る
。

第
三
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
職
員 

二 

学
校
法
人
の
理
事 
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（
提
出
書
類
の
特
例
） 

第
十
五
条
の
三 

現
に
学
校
の
校
長
、
副
校
長
、
教
頭
又
は
教
員
で
あ
る
者
（
以
下
「
現

職
教
員
」
と
い
う
。
）
が
第
十
一
条
か
ら
第
十
四
条
ま
で
の
規
定
に
よ
り
提
出
す
る
書

三 

社
会
福
祉
法
人
の
理
事 

３ 

免
許
法
施
行
規
則
第
六
十
一
条
の
四
第
五
号
に
規
定
す
る
免
許
管
理
者
が
指
定
す

る
表
彰
等
は
、
文
部
科
学
大
臣
、
教
育
委
員
会
、
名
古
屋
市
教
育
委
員
会
、
知
事
又

は
私
立
学
校
で
構
成
す
る
団
体
が
行
う
表
彰
等
で
あ
つ
て
県
教
育
長
が
別
に
定
め
る

も
の
と
す
る
。 

第
十
三
条
の
十
三 

平
成
二
十
年
改
正
省
令
附
則
第
十
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る

免
許
管
理
者
が
定
め
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
者
と
す
る
。 

一 

県
教
育
長
並
び
に
教
育
委
員
会
の
事
務
局
長
及
び
学
習
教
育
部
長
そ
の
他
教
育

委
員
会
の
職
員
で
県
教
育
長
が
別
に
定
め
る
も
の 

二 

市
町
村
教
育
委
員
会
の
教
育
長
そ
の
他
市
町
村
教
育
委
員
会
の
職
員
で
県
教
育

長
が
別
に
定
め
る
も
の 

２ 

平
成
二
十
年
改
正
省
令
附
則
第
十
条
第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
免
許
管
理
者
が

定
め
る
者
は
、
第
十
三
条
の
十
一
各
号
に
掲
げ
る
者
（
教
育
職
員
で
あ
る
者
を
除
く
。）

で
あ
つ
て
、
免
許
状
更
新
講
習
を
受
け
る
必
要
が
な
い
も
の
と
し
て
県
教
育
長
が
別

に
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

３ 

平
成
二
十
年
改
正
省
令
附
則
第
十
条
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
免
許
管
理
者
が

指
定
す
る
表
彰
等
は
、
文
部
科
学
大
臣
、
教
育
委
員
会
、
名
古
屋
市
教
育
委
員
会
、

知
事
又
は
私
立
学
校
で
構
成
す
る
団
体
が
行
う
表
彰
等
で
あ
つ
て
県
教
育
長
が
別
に

定
め
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
提
出
書
類
の
特
例
） 

第
十
五
条
の
三 
現
に
学
校
の
校
長
、
副
校
長
、
教
頭
又
は
教
員
で
あ
る
者
（
以
下
「
現

職
教
員
」
と
い
う
。）
が
第
十
一
条
か
ら
第
十
三
条
ま
で
及
び
第
十
四
条
の
規
定
に
よ
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類
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
書
類
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
在

職
証
明
書
（
様
式
第
十
四
の
三
）
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
書
類
を
も
つ
て
代
え
る
こ

と
が
で
き
る
。 

一
以
下 

略 

２ 

教
育
委
員
会
は
、
第
十
一
条
か
ら
前
条
ま
で
及
び
前
項
の
規
定
に
定
め
る
書
類
を

提
出
す
る
者
に
対
し
、
こ
れ
ら
の
書
類
の
ほ
か
、
必
要
と
認
め
る
書
類
の
提
出
を
求

め
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

（
書
類
の
経
由
） 

第
十
六
条 

現
職
教
員
が
第
十
一
条
か
ら
第
十
四
条
ま
で
、
第
十
五
条
若
し
く
は
第
十

五
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
提
出
す
る
書
類
又
は
現
職
教
員
で
な
い
者
が
第
十
二
条
の

二
、
第
十
三
条
若
し
く
は
第
十
五
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
す
る
書
類
は
、

そ
の
者
の
勤
務
す
る
学
校
（
現
職
教
員
で
な
い
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
者
の
勤
務
し

よ
う
と
す
る
学
校
）
が
名
古
屋
市
以
外
の
市
町
村
立
の
学
校
の
場
合
は
、
そ
の
学
校

の
所
在
地
を
所
管
す
る
教
育
事
務
所
を
経
由
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

２ 

略 

 

（
特
別
免
許
状
及
び
臨
時
免
許
状
の
様
式
） 

第
十
八
条 

免
許
法
施
行
規
則
第
七
十
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
特
別
免
許
状
の
様
式

は
様
式
第
十
四
の
四
、
臨
時
免
許
状
の
様
式
は
様
式
第
十
五
の
と
お
り
と
し
、
施
行

法
施
行
規
則
第
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
臨
時
免
許
状
の
様
式
は
様
式
第
十
五
の
二

の
と
お
り
と
す
る
。 

 

り
提
出
す
る
書
類
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
書
類
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
か

か
わ
ら
ず
、
在
職
証
明
書
（
様
式
第
十
四
の
三
）
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
書
類
を
も

つ
て
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。 

一
以
下 

略 

２ 

教
育
委
員
会
は
、
第
十
一
条
か
ら
第
十
三
条
の
七
ま
で
、
第
十
四
条
か
ら
前
条
ま

で
及
び
前
項
の
規
定
に
定
め
る
書
類
を
提
出
す
る
者
に
対
し
、
こ
れ
ら
の
書
類
の
ほ

か
、
必
要
と
認
め
る
書
類
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

（
書
類
の
経
由
） 

第
十
六
条 

現
職
教
員
が
第
十
一
条
か
ら
第
十
三
条
の
七
ま
で
、
第
十
四
条
、
第
十
五

条
若
し
く
は
第
十
五
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
提
出
す
る
書
類
又
は
現
職
教
員
で
な
い

者
が
第
十
二
条
の
二
、
第
十
三
条
若
し
く
は
第
十
五
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

提
出
す
る
書
類
は
、
そ
の
者
の
勤
務
す
る
学
校
（
現
職
教
員
で
な
い
者
に
つ
い
て
は
、

そ
の
者
の
勤
務
し
よ
う
と
す
る
学
校
）
が
名
古
屋
市
以
外
の
市
町
村
立
の
学
校
の
場

合
は
、
そ
の
学
校
の
所
在
地
を
所
管
す
る
教
育
事
務
所
を
経
由
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。 

２ 

略 

 

（
特
別
免
許
状
及
び
臨
時
免
許
状
の
様
式
） 

第
十
八
条 

免
許
法
施
行
規
則
第
七
十
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
特
別
免
許
状
の
様
式

は
様
式
第
十
四
の
四
（
旧
免
許
状
所
持
者
に
授
与
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
様
式
第

十
四
の
五
）
、
臨
時
免
許
状
の
様
式
は
様
式
第
十
五
の
と
お
り
と
し
、
施
行
法
施
行
規

則
第
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
臨
時
免
許
状
の
様
式
は
様
式
第
十
五
の
二
の
と
お
り

と
す
る
。 
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（
免
許
状
の
返
納
） 

第
二
十
条 

免
許
法
第
十
条
第
二
項
（
免
許
法
第
十
一
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
免
許
状
の
返
納
は
、
免
許
状
返
納
書
（
様
式
第
十
六
）

に
当
該
免
許
状
を
添
え
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

  

（
委
任
） 

第
二
十
一
条 

こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
規
則
の
施
行
に
関
し
必
要
な

事
項
は
、
教
育
委
員
会
の
教
育
長
が
定
め
る
。 

 

（
免
許
状
の
返
納
） 

第
二
十
条 

免
許
法
第
十
条
第
二
項
（
免
許
法
第
十
一
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。
）
及
び
平
成
十
九
年
改
正
法
附
則
第
二
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
免
許

状
の
返
納
は
、
免
許
状
返
納
書
（
様
式
第
十
六
）
に
当
該
免
許
状
を
添
え
て
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
委
任
） 

第
二
十
一
条 

こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
規
則
の
施
行
に
関
し
必
要
な

事
項
は
、
県
教
育
長
が
定
め
る
。 
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新
 

 

 

様
式

第
９

の
３

（
第

1
2条

の
２

関
係

）
 

特
別

免
許

状
推

薦
書

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

年
 

 
月

 
 

日
 
 

 
愛

知
県

教
育

委
員

会
 

 
 

 
 

殿
 

任
 

命
 

権
 

者
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
雇

 
用

 
者

）
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

勤
務

予
定

学
校

の
長

 
氏

 
 

 
 

 
名

 
 

 
 

 
教

育
職

員
免

許
法

第
５

条
第

３
項

の
規

定
に

よ
り

、
下

記
の

と
お

り
推

薦
し

ま
す

。
 

記
 

氏
名
 
 

 
本

籍
地
 
 

生
年

月
日
 

年
 

 
 

月
 

 
 

日
生

 
 

 
 

 
 

 
 

上
記

の
者

を
推

薦
す

る
理

由
 

担
当

す
る

教
科

に

関
す

る
専

門
的

な

知
識

経
験

又
は

技

能
に

つ
い

て
 

 
 

 

社
会

的
信

望
及

び

教
員

の
職

務
を

行

う
に

必
要

な
熱

意

と
識

見
に

つ
い

て
 

 
 

 

そ
の

他
の

推
薦

理

由
 

 
 

 

 
備

考
 

１
 

用
紙

の
大

き
さ

は
、

日
本

産
業

規
格

Ａ
４

と
す

る
。
 

２
 
本

籍
地

に
つ

い
て

は
、

都
道

府
県

名
（

日
本

の
国

籍
を

有
し

な
い

者
に

つ
い

て
は
、

そ
の

国
籍

）
を

記
入

す
る

こ
と

。
 

 

旧
 

 

様
式

第
９

の
３

（
第

12
条

の
２

関
係

）
 

特
別

免
許

状
推

薦
書

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

年
 

 
月

 
 

日
 
 

 
愛

知
県

教
育

委
員

会
 

 
 

 
 

殿
 

任
 

命
 

権
 

者
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

（
雇

 
用

 
者

）
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

勤
務

予
定

学
校

の
長

 
氏

 
 

 
 

 
名

 
 

 
 

 
教

育
職

員
免

許
法

第
５

条
第

４
項

の
規

定
に

よ
り

、
下

記
の

と
お

り
推

薦
し

ま
す

。
 

記
 

氏
名
 
 

 
本

籍
地
 
 

生
年

月
日
 

年
 

 
 

月
 

 
 

日
生

 
 

 
 

 
 
 
 

上
記

の
者

を
推

薦
す

る
理

由
 

担
当

す
る

教
科

に

関
す

る
専

門
的

な

知
識

経
験

又
は

技

能
に

つ
い

て
 

 
 

 

社
会

的
信

望
及

び

教
員

の
職

務
を

行

う
に

必
要

な
熱

意

と
識

見
に

つ
い

て
 

 
 

 

そ
の

他
の

推
薦

理

由
 

 
 

 

 
備

考
 

１
 

用
紙

の
大

き
さ

は
、
日

本
産

業
規

格
Ａ

４
と

す
る

。
 

２
 

本
籍

地
に
つ

い
て

は
、

都
道

府
県

名
（
日

本
の

国
籍
を

有
し

な
い

者
に

つ
い

て
は

、
そ

の

国
籍
）

を
記
入

す
る

こ
と

。
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様
式
第
1
1
の
２
（
第
1
3条

の
２
関
係
）

 

勤
務
校
（
勤

務
先
）
名
又
は
現

住
所

 
 

有
効

期
間

更
新

申
請

書
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

年
 

 
月
 
 
日
 

 
  
愛
知
県
教

育
委
員
会
 
殿

 
 

本
籍
地

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ふ

り

氏
 

が
な

名
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
年
 

 
月
 
 

日
生
 

 
勤

務
校

（
勤
務
先

）
に
お
け
る

職
名
 
 
 
 
 

 
  
教
育
職
員

免
許
法
第
９
条
の

２
第

１
項
の
規

定
に
よ
り
、
次
の
免
許
状

に
つ

い
て

有
効
期
間
を

更
新
し
て
く

だ
さ
い
。

 

免
許
状

 

種
類

 
免
許
状
番
号

 
授
与
年
月

日
 

授
与

権
者

 
氏

名
 
本
籍
地

 

 
 

年
 

月
 

日
 

 
 

 

 
 

年
 

月
 

日
 

 
 

 

 
 

年
 

月
 

日
 

 
 

 

 
 

年
 

月
 

日
 

 
 

 

 
 

年
 

月
 

日
 

 
 

 

本
申
請
以
外

に
教
育
職
員
免
許

状
は

 所
持
し
て
い
ま
せ
ん
。

更
新
し
ま

せ
ん
。

 

申
請

時
の

有
効

期
間

の
満

了
日

 
 
 

 
年
 
 
月
 
 

日
 

免
許
状

更
新
講

習
 

領
 
 
域

 
講

習
開

設
者

 
修

了
(
履

修
) 

年
月

日
 

対
象

免
許

種
 

必
 
 
修

 
 

年
 

月
 
日

 
 

選
択
必
修

 
 

年
 

月
 
日

 
 

選
 
 
択

 

 
年
 

月
 
日

 
 

 
年
 

月
 
日

 
 

 
年
 

月
 
日

 
 

   
備
考
 
１
 
用
紙
の
大

き
さ

は
、
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
と
す
る

。
 

 
 
 
 
２

 
本

籍
地

に
つ
い
て
は
、
都
道
府
県
名
（
日
本
の
国
籍
を
有

し
な
い
者
に
つ
い
て
は

、
そ
の

国
籍
）
を
記
入

す
る

こ
と
。
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様

式
第

11
の
３
（

第
1
3
条
の
２
関
係
）

 

勤
務
校
（
勤
務
先

）
名

又
は
現
住
所
 
 

有
効

期
間

更
新

申
請

書
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
年
 

 
月
 
 
日
 
 

  
愛
知
県
教
育
委

員
会

 
殿
 

 
本
籍
地
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

ふ
り

氏
 

が
な

名
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

年
 

 
月

 
 

日
生

 
 

勤
務
校

（
勤
務
先
）

に
お
け
る

職
名
 
 
 
 
 
 

  
教
育
職
員
免
許

法
第

９
条
の
２
第
１

項
の

規
定

に
よ
り
、

次
の
免

許
状
に
つ

い
て

有
効

期
間
を

更
新
し
て
く
だ
さ

い
。

 

免
許
状

 

種
類
 

免
許

状
番

号
 

授
与

年
月
日

 
授
与

権
者

 
氏

名
 
本
籍

地
 

 
 

年
 
月
 
日
 

 
 

 

 
 

年
 
月
 
日
 

 
 

 

 
 

年
 
月
 
日
 

 
 

 

 
 

年
 
月
 
日
 

 
 

 

 
 

年
 
月
 
日
 

 
 

 

本
申
請
以
外
に
教

育
職

員
免
許
状
は
 所

持
し
て

い
ま
せ
ん
。

更
新

し
ま
せ
ん
。

 

申
請

時
の

有
効

期
間

の
満

了
日
 
 
 
年
 
月
 
日
 

免
許
状
更
新
講
習

を
受

け
る

必
要
が
な
い
と
す

る
事

由
 

 

 
証
明
事
項
は
事

実
と

相
違
な
い
こ
と

を
証

明
し

ま
す
。
 

  
 
 
 
 
 
年

 
 

月
 
 
日
 

証
明
事
項
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

証
 
明
 
者
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
年

 
 

月
 
 
日
 

証
明
事
項
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

証
 
明
 
者
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

  
備

考
 

１
 
用
紙

の
大

き
さ
は
、
日
本

産
業
規
格
Ａ

４
と
す

る
。
 

 
 

 
 

２
 
本
籍
地

に
つ
い
て
は
、

都
道
府

県
名
（

日
本
の

国
籍
を

有
し
な

い
者
に
つ

い
て

は
、

そ
の

国
籍
）

を
記
入
す
る
こ

と
。

 
 

 
 
 

３
 
証
明
事

項
は
、
勤
務
校

（
勤
務

先
）
及

び
職
名

並
び
に

免
許
状

更
新
講
習

を
受

け
る

必
要

が
な
い

と
す
る
事
由
と

す
る

こ
と
。
 

 
 

 
 

４
 
証
明
者

は
、
勤
務
校
（

勤
務
先

）
及
び

職
名
に

あ
つ
て

は
、
所

属
長
、
服

務
監

督
者

、
任

命
権
者

又
は
雇
用
者
に
よ

る
こ

と
と

し
、
免
許
状
更
新
講
習
を
受
け

る
必

要
が

な
い

と
す

る
事

由
に

あ
つ
て
は
、
次
の

(
１
)
か
ら

(
６
)
に
掲

げ
る
規

定
の
適

用
を
受

け
る
者

に
つ
い

て
、

そ
れ
ぞ

れ
(
１
)
か
ら
(
６
)
に

定
め
る
者
に
よ

る
こ

と
。
 

 
 

 
 

 
(
１
)
 

免
許

法
施
行
規
則
第

61
条
の
４

第
１
号
 

 
 

 
 

 
 
 
 

所
属
長
（
有
効
期

間
の
更

新
を

受
け
よ

う
と

す
る
者
が

校
長

の
場

合
に
あ

つ
て

は
、

服
務
監

督
者

、
任
命
権
者
又
は
雇

用
者
）
 

 
 

 
 

 
(
２
)
 

免
許

法
施
行
規
則
第

61
条
の
４

第
２
号
 

 
 

 
 

 
 
 
 

所
属

長
又
は
任
命
権

者
 

 
 

 
 

 
(
３
)
 

免
許

法
施
行
規
則
第

61
条
の
４

第
３
号
 

 
 

 
 

 
 
 
 

免
許

状
更
新
講
習
の

開
設
者
 

 
 

 
 

 
(
４
)
 

免
許

法
施
行
規
則
第

61
条
の
４

第
４
号
 

 
 

 
 

 
 
 
 

所
属

長
、
任
命
権
者

又
は
雇
用

者
 

 
 

 
 

 
(
５
)
 

免
許

法
施
行
規
則
第

61
条
の
４

第
５
号
 

 
 

 
 

 
 
 
 

表
彰

等
の
受
賞
を
証

す
る
者
 

 
 

 
 

 
(
６
)
 

免
許

法
施
行
規
則
第

61
条
の
４

第
６
号
 

 
 

 
 

 
 
 
 

所
属

長
、
任
命
権
者

又
は
雇
用

者
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様
式

第
1
1
の
４
（

第
1
3条

の
３
関
係
）
 

勤
務
校
（
勤
務
先
）
名
又
は
現
住
所
 
 

有
効

期
間

延
長

申
請

書
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
年
 
 
月
 
 
日
 
 

  
愛
知
県
教
育
委
員
会
 
殿
 

 
本
籍

地
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

ふ
り

氏
 

が
な

名
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

年
 
 
月
 
 
日
生
 
 

勤
務

校
（

勤
務
先
）
に
お

け
る
職
名
 
 
 
 
 
 

  
教
育
職
員
免
許
法
第
９
条
の
２
第
５
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
免
許
状
の

有
効
期
間
を

延
長
し
て
く
だ
さ
い
。
 

免
許
状
 

種
類
 

免
許
状
番
号
 

授
与
年
月
日
 

授
与
権
者
 
氏

名
 
本
籍

地
 

 
 

年
 

月
 

日
 
 

 
 

 
 

年
 

月
 

日
 
 

 
 

 
 

年
 

月
 

日
 
 

 
 

 
 

年
 

月
 

日
 
 

 
 

 
 

年
 

月
 

日
 
 

 
 

有
効
期
間
の
満
了
日
 
延

長
後
 
 
 
年
 

月
 

日
 

申
請

時
 
 
 
年
 

月
 

日
 

延
長

事
由
 
 

 
証
明
事
項
は
事
実
と
相
違
な
い
こ
と
を
証
明
し
ま
す
。
 

  
 
 
 
 
 
年
 
 
月
 
 
日
 

証
明
事
項
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

証
 明

 者
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
年
 
 
月
 
 
日
 

証
明
事
項
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

証
 明

 者
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
備

考
 
１
 
用
紙

の
大
き
さ
は

、
日
本
産
業
規

格
Ａ

４
と
す
る
。
 

 
 

 
 

２
 
本

籍
地
に
つ
い
て
は
、
都
道
府
県

名
（
日
本
の
国

籍
を
有
し
な
い
者
に
つ

い
て
は
、
そ
の

国
籍
）
を
記
入
す
る

こ
と
。
 

 
 

 
 
３
 
証
明

事
項
は
、
勤

務
校
（
勤
務
先

）
及

び
職
名
並
び
に
延
長
事
由
と
す
る
こ
と
。
 

 
 

 
 

４
 
証

明
者
は
、
勤
務
校
（
勤
務
先
）

及
び
職
名
に
あ

つ
て
は
、
所
属
長
、
服

務
監
督
者
、
任

命
権
者
又

は
雇

用
者
に
よ
る
こ
と
と
し

、
延
長
事
由
に
あ
つ
て
は

、
次

の
(
１
)か

ら
(
５
)に

掲
げ
る
規

定
の

適
用
を
受
け
る
者
に
つ

い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
(１

)か
ら
(
５
)
に

定
め
る
者

に
よ

る
こ
と
。
 

 
 

 
 
 
(
１
) 

免
許
法
第
９

条
の
３
第
４
項
 

 
 

 
 
 
 
 
 

所
属
長
、
服

務
監
督
者
又
は

任
命

権
者
 

 
 

 
 
 
(
２
) 

免
許
法
施
行

規
則
第
6
1条

の
５
第

１
号
、
第
３
号
、
第
４
号
又
は
第
６
号
 

 
 

 
 
 
 
 
 

所
属
長
、
服

務
監
督
者
、
任

命
権

者
又
は
雇
用
者
 

 
 

 
 
 
(
３
) 

免
許
法
施
行

規
則
第
6
1条

の
５
第

２
号
 

 
 

 
 
 
 
 
 

交
通
が
困
難

で
あ
る
こ
と
を

証
す

る
者
 

 
 

 
 
 
(
４
) 

免
許
法
施
行

規
則
第
6
1条

の
５
第

５
号
 

 
 

 
 

 
 
 

 
大
学

の
大
学
院
の
課

程
若
し

く
は

専
攻
科
の

課
程

若
し
く
は

こ
れ
ら

の
課
程

に
相
当

す
る
外

国
の
大
学
の
課
程
の
在
学

を
証
す
る

者
（
取
得
し
よ
う

と
す

る
専
修

免
許
状

に
係

る
基
礎
と
な
る
免
許
状
の
写

し
を
添
え
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
に
限
る

。）
又

は
教
育

公
務
員

特
例
法
（
昭
和
24
年
法
律
第
１
号
）

第
2
6
条
の
規
定
に

よ
る

大
学
院
修
学
休
業

の
許
可
を
証
す
る
者
 

 
 

 
 
 
(
５
) 

免
許
法
施
行

規
則
第
6
1条

の
５
第

７
号
 

 
 

 
 
 
 
 
 

延
長
を
受
け

よ
う
と
す
る
事

由
を

証
す
る
者
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様
式
第

1
1
の
５
（
第

1
3条

の
４

関
係

）
 

勤
務
校
（
勤
務
先
）
名
又
は
現
住

所
 
 

更
新

講
習

修
了

確
認

申
請

書
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
年
 

 
月

 
 

日
 
 

  
愛
知
県
教
育
委
員
会
 
殿
 

 
本

籍
地
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

ふ
り 氏
 

が
な 名
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

年
 
 
月
 
 
日
生
 

 

勤
務
校
（
勤
務
先
）

に
お
け
る
職

名
 

 
 

 
 
 

  
教
育
職
員
免
許
法
及
び
教
育
公

務
員

特
例

法
の

一
部

を
改

正
す
る
法
律
（

平
成
1
9
年
法
律

第
9
8

号
）
附
則
第
２
条
第
２
項
に
規
定

す
る

更
新

講
習

修
了

確
認

を
し
て
く
だ
さ

い
。
 

免
許
状
 

種
類
 

免
許

状
番

号
 

授
与

年
月

日
 

授
与
権
者
 

氏
名
 
本

籍
地
 

 
 

年
 

月
 

日
 
 

 
 

 
 

年
 

月
 

日
 
 

 
 

 
 

年
 

月
 

日
 
 

 
 

 
 

年
 

月
 

日
 
 

 
 

 
 

年
 

月
 

日
 
 

 
 

申
請

時
の

修
了

確
認

期
限
 
 

年
 
月
 
日
 

免
許
状

更
新
講

習
 

領
 
 
域
 

講
習

開
設

者
 

修
了

(
履

修
) 

年
月

日
 

対
象

免
許

種
 

必
 
 
修
 

 
年

 
月
 
日

 
 

選
択
必
修
 

 
年

 
月
 
日

 
 

選
 
 
択
 

 
年

 
月
 
日
 

 

 
年

 
月
 
日
 

 

 
年

 
月
 
日
 

 

  
備

考
 

１
 

用
紙

の
大
き

さ
は

、
日

本
産

業
規

格
Ａ

４
と

す
る
。
 

 
 

 
 

２
 
本
籍
地

に
つ
い
て

は
、

都
道
府

県
名

（
日

本
の

国
籍

を
有
し
な

い
者
に
つ
い

て
は
、

そ
の

国
籍
）
を
記
入
す
る
こ
と
。
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 様
式

第
1
1
の
６

（
第
1
3条

の
５
関

係
）
 

勤
務
校
（
勤
務
先
）
名
又
は
現
住

所
 
 

平
成

1
9年

改
正

法
附

則
第

２
条

第
３
項
第
３

号
の

確
認
申

請
書

 
 

年
 

 
月

 
 

日
 
 

  
愛
知
県
教
育
委
員
会
 
殿
 

 
本

籍
地
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

ふ
り 氏
 

が
な 名
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

年
 
 
月
 
 
日
生
 

 

勤
務
校
（
勤
務
先
）

に
お
け
る
職

名
 

 
 

 
 
 

  
教
育
職
員
免
許
法
及
び
教
育
公

務
員

特
例

法
の

一
部

を
改

正
す
る
法
律
（

平
成
1
9
年
法
律

第
9
8

号
）
附
則
第
２
条
第
３
項
第
３
号

に
規

定
す

る
確

認
を

し
て

く
だ
さ
い
。
 

免
許
状
 

種
類
 

免
許

状
番

号
 

授
与

年
月

日
 

授
与
権
者
 

氏
名
 
本

籍
地
 

 
 

年
 

月
 

日
 
 

 
 

 
 

年
 

月
 

日
 
 

 
 

 
 

年
 

月
 

日
 
 

 
 

 
 

年
 

月
 

日
 
 

 
 

 
 

年
 

月
 

日
 
 

 
 

申
請

時
の

修
了

確
認

期
限
 
 

年
 
月
 
日
 

免
許
状

更
新
講

習
 

領
 
 
域
 

講
習

開
設

者
 

修
了

(
履

修
) 

年
月

日
 

対
象

免
許

種
 

必
 
 
修
 

 
年

 
月
 
日

 
 

選
択
必
修
 

 
年

 
月
 
日

 
 

選
 
 
択
 

 
年

 
月
 
日
 

 

 
年

 
月
 
日
 

 

 
年

 
月
 
日
 

 

  
備

考
 

１
 

用
紙

の
大
き

さ
は

、
日

本
産

業
規

格
Ａ

４
と

す
る
。
 

 
 

 
 

２
 

本
籍
地

に
つ
い
て

は
、

都
道
府

県
名

（
日

本
の

国
籍

を
有
し
な

い
者
に
つ
い

て
は
、

そ
の

国
籍
）
を
記
入
す
る
こ
と
。
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様
式
第

1
1
の
７

（
第
1
3条

の
６
関
係

）
 

勤
務

校
（

勤
務

先
）
名
又

は
現

住
所
 
 

修
了

確
認

期
限

延
期

申
請

書
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

年
 

 
月

 
 
日

 
 

  
愛

知
県

教
育

委
員
会
 

殿
 

 
本

籍
地
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
ふ

り

氏
 

が
な

名
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

年
 
 
月

 
 
日

生
 

 

勤
務
校
（
勤

務
先
）
に
お

け
る
職
名

 
 
 
 

 
 

  
教

育
職

員
免

許
法
及
び

教
育

公
務
員

特
例

法
の
一
部

を
改

正
す

る
法
律

（
平

成
1
9
年

法
律
第

9
8

号
）
附
則

第
２
条

第
４

項
の
規
定

に
よ
り
、
次
の
と
お
り
修

了
確

認
期
限

を
延

期
し

て
く
だ
さ

い
。 

免
許

状
 

種
類
 

免
許
状
番

号
 

授
与

年
月

日
 

授
与

権
者

 
氏

名
 

本
籍

地
 

 
 

年
 
月

 
日

 
 

 
 

 
 

年
 
月

 
日

 
 

 
 

 
 

年
 
月

 
日

 
 

 
 

 
 

年
 
月

 
日

 
 

 
 

 
 

年
 
月

 
日

 
 

 
 

修
了

確
認

期
限
 

延
期

後
 
 
 

年
 

月
 
日
 

申
請

時
 
 
 

年
 

月
 
日
 

延
期

事
由
 

 

 
証

明
事

項
は

事
実
と
相

違
な

い
こ
と

を
証

明
し
ま
す

。
 

  
 

 
 

 
 

年
 
 
月

 
 

日
 

証
明
事
項
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
証

 
明
 
者
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

年
 
 
月

 
 

日
 

証
明
事
項
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
証

 
明
 
者
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
  

備
考

 
１

 
用
紙

の
大
き
さ
は

、
日

本
産
業
規

格
Ａ
４
と

す
る
。

 
 

 
 

 
２
 
本

籍
地
に
つ
い

て
は

、
都
道
府

県
名
（
日
本

の
国

籍
を
有
し

な
い
者
に
つ

い
て

は
、
そ
の

国
籍

）
を

記
入
す

る
こ

と
。
 

 
 
 

 
３

 
証
明

事
項
は
、
勤

務
校

（
勤
務
先

）
及
び
職

名
並
び

に
延

期
事
由
と

す
る
こ

と
。
 

 
 
 

 
４
 
証

明
者
は
、
勤

務
校

（
勤
務
先

）
及
び
職
名

に
あ

つ
て
は
、

所
属
長
、
服

務
監

督
者
、
任

命
権

者
又
は
雇
用

者
に

よ
る
こ

と
と

し
、
延
期

事
由

に
あ
つ

て
は

、
次

の
(１

)
か

ら
(
５
)に

掲
げ

る
規
定
の
適

用
を

受
け
る

者
に

つ
い
て
、

そ
れ

ぞ
れ
(
１
)
か

ら
(
５

)に
定
め

る
者

に
よ

る
こ

と
。

 
 

 
 

 
 

(
１
) 

免
許
法
第
９

条
の

３
第
４
項

 
 

 
 

 
 

 
 
 

所
属
長
、
服

務
監

督
者
又
は

任
命
権
者

 
 

 
 

 
 

(
２
) 

平
成
2
0
年
改

正
省

令
附
則
第

７
条
第
１

項
第
１

号
、

第
３
号
、

第
４
号

又
は
第

６
号
 

 
 
 

 
 

 
 
 

所
属
長
、
服

務
監

督
者
、
任

命
権
者
又

は
雇
用

者
 

 
 
 

 
 

(
３
) 

平
成
2
0
年
改

正
省

令
附
則
第

７
条
第
１

項
第
２

号
 

 
 
 

 
 

 
 
 

交
通
が
困
難

で
あ

る
こ
と
を

証
す
る
者

 
 

 
 

 
 

(
４
) 

平
成
2
0
年
改

正
省

令
附
則
第

７
条
第
１

項
第
５

号
 

 
 
 

 
 
 
 

 
大
学
の

大
学
院

の
課

程
若

し
く
は
専
攻

科
の

課
程

若
し

く
は

こ
れ

ら
の

課
程

に
相
当

す
る

外
国
の
大

学
の

課
程
の

在
学

を
証

す
る
者

（
取
得
し

よ
う
と
す

る
専

修
免
許

状
に

係
る

基
礎
と
な

る
免

許
状

の
写
し

を
添
え
る

こ
と

が
で
き

る
場

合
に

限
る

。
）
又
は

教
育

公
務

員
特
例
法

第
2
6
条
の
規

定
に

よ
る
大
学

院
修

学
休
業

の
許

可
を

証
す

る
者
 

 
 
 

 
 

(
５
) 

平
成
2
0
年
改

正
省

令
附
則
第

７
条
第
１

項
第
７

号
 

 
 
 

 
 

 
 
 

延
期
を
受
け

よ
う

と
す
る
事

由
を
証
す

る
者
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様
式

第
1
1
の
８

（
第
1
3
条

の
７

関
係
）
 

勤
務

校
（

勤
務
先
）

名
又

は
現

住
所
 
 

免
許

状
更
新
講

習
受

講
免
除
申
請
書

 
 

年
 
 
月

 
 
日
 
 

  
愛

知
県

教
育
委
員

会
 

殿
 

 
本

籍
地
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

ふ
り

氏
 

が
な

名
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

年
 

 
月

 
 

日
生

 
 

勤
務
校
（
勤
務
先

）
に
お
け
る

職
名
 
 
 
 

 
 

  
教

育
職

員
免
許
法

及
び

教
育

公
務
員
特
例
法
の
一
部

を
改

正
す
る

法
律
（
平

成
1
9
年
法

律
第
9
8

号
）

附
則

第
２
条
第

５
項

括
弧

書
の
規
定
に
よ
り
、
免

許
状

更
新
講

習
の
受
講

免
除

の
認

定
を
し

て
く

だ
さ

い
。
 

免
許

状
 

種
 
 

類
 

免
許

状
番

号
 

授
与
年
月
日
 

授
与

権
者

 
氏

名
 

本
籍

地
 

 
 

年
 
月
 
日

 
 

 
 

 
 

年
 
月
 
日

 
 

 
 

 
 

年
 
月
 
日

 
 

 
 

 
 

年
 
月
 
日

 
 

 
 

 
 

年
 
月
 
日

 
 

 
 

申
請

時
の

修
了
確
認

期
限
 
 
 

年
 
月
 
日

 

免
除

事
由
 
 

 
証

明
事

項
は
事
実

と
相

違
な

い
こ
と
を
証
明
し
ま
す

。
 

  
 

 
 

 
 
年
 

 
月

 
 

日
 

証
明
事
項
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

証
 
明

 者
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
年
 

 
月

 
 

日
 

証
明
事
項
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

証
 
明

 者
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

  
備

考
 

１
 

用
紙
の
大

き
さ

は
、
日
本
産

業
規

格
Ａ
４
と

す
る
。
 

 
 

 
 

２
 
本
籍
地
に

つ
い
て
は
、

都
道
府
県
名

（
日

本
の
国
籍

を
有
し
な
い

者
に
つ

い
て

は
、

そ
の

国
籍

）
を
記
入

す
る
こ
と

。
 

 
 

 
 

３
 

証
明
事
項

は
、

勤
務
校
（
勤

務
先

）
及
び
職

名
並
び
に

免
除
事

由
と

す
る

こ
と
。
 

 
 

 
 

４
 
証
明
者
は

、
勤
務
校
（

勤
務
先
）
及

び
職

名
に
あ
つ

て
は
、
所
属

長
、
服

務
監

督
者

、
任

命
権

者
又
は
雇

用
者
に
よ
る

こ
と

と
し
、

免
除
事
由
に
あ
つ
て

は
、

次
の

(
１

)
か
ら

(
６
)
に

掲
げ

る
規
定
の

適
用
を
受
け

る
者

に
つ
い

て
、
そ
れ
ぞ
れ

(１
)
か
ら

(
６
)に

定
め

る
者

に
よ

る
こ

と
。
 

 
 

 
 

 
(
１
) 

平
成

2
0年

改
正
省
令
附

則
第

1
0条

第
１

項
第
１
号

 
 

 
 
 

 
 

 
 

所
属
長
（
認

定
を
受
け

よ
う
と
す
る

者
が

校
長
の

場
合

に
あ

つ
て
は

、
服

務
監
督
者
、

任
命
権
者

又
は
雇
用
者
）
 

 
 

 
 

 
(
２
) 

平
成

2
0年

改
正
省
令
附

則
第

1
0条

第
１

項
第
２
号

 
 

 
 
 

 
 

 
 
所
属

長
又

は
任
命
権
者
 

 
 

 
 

 
(
３
) 

平
成

2
0年

改
正
省
令
附

則
第

1
0条

第
１

項
第
３
号

 
 

 
 
 

 
 

 
 
免
許

状
更

新
講
習
の
開

設
者
 

 
 

 
 

 
(
４
) 

平
成

2
0年

改
正
省
令
附

則
第

1
0条

第
１

項
第
４
号

 
 

 
 
 

 
 

 
 
所
属

長
、

任
命
権
者
又

は
雇

用
者
 

 
 

 
 

 
(
５
) 

平
成

2
0年

改
正
省
令
附

則
第

1
0条

第
１

項
第
５
号

 
 

 
 
 

 
 

 
 
表
彰

等
の

受
賞
を
証
す

る
者
 

 
 

 
 

 
(
６
) 

平
成

2
0年

改
正
省
令
附

則
第

1
0条

第
１

項
第
６
号

 
 

 
 
 

 
 

 
 
所
属

長
、

任
命
権
者
又

は
雇

用
者
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様

式
第
1
4
の
４
（
第
1
8条

関
係

）
 

（ 学 校 ） （ 自 立 教 科 等 ） 教 諭 特 別 免 許 状 

 

    本 籍 地 

    氏  名 

     年  月  日 生 

 

 右 の 者 に 教 育 職 員 免 許 法 第 五 条 の 定 め る と こ ろ に よ り 左 記 の

（ 教 科 ・ 事 項 ） に つ い て （ 学 校 ） （ 自 立 教 科 等 ） 教 諭 特 別 免 許 状 を

授 与 す る 。 

 

    記 

 

 

  年  月  日            愛 知 県 教 育 委 員 会  印 

 

 番 号 

 

 （ 根 拠 規 定 ） 

 

 

 

 （ 教 育 機 関 名 ） 

 

 

 

 （ 卒 業 又 は 修 了 の 年 月 日 ） 

 

 

 

 有 効 期 間 の 満 了 の 日 

 

 

 

 備   考 

 
備
考
 

用
紙
の
大
き
さ

は
、

日
本
産
業
規
格
Ａ

４
と

す
る

。
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 様
式

第
1
4
の
４

（
第
1
8条

関
係

）
 

（ 学 校 ） （ 自 立 教 科 等 ） 教 諭 特 別 免 許 状  

 

    本 籍 地  

    氏  名  

     年  月  日 生  

 

 右 の 者 に 教 育 職 員 免 許 法 第 五 条 の 定 め る と こ ろ に よ り 左 記 の

（ 教 科 ・ 事 項 ） に つ い て （ 学 校 ） （ 自 立 教 科 等 ） 教 諭 特 別 免 許 状 を

授 与 す る 。  

 

    記  

 

 

  年  月  日            愛 知 県 教 育 委 員 会  印  

 

 番 号  

 

 （ 根 拠 規 定 ）  

 

 

 

 （ 教 育 機 関 名 ）  

 

 

 

 （ 卒 業 又 は 修 了 の 年 月 日 ）  

 

 

 

 備   考  

 
備

考
 

用
紙

の
大
き
さ
は
、

日
本
産
業
規

格
Ａ

４
と

す
る

。
 

 

     

   様
式
第
1
4
の
５
（
第
1
8条

関
係

）
 

（ 学 校 ） （ 自 立 教 科 等 ） 教 諭 特 別 免 許 状  

 

    本 籍 地  

    氏  名  

     年  月  日 生  

 

 右 の 者 に 教 育 職 員 免 許 法 第 五 条 の 定 め る と こ ろ に よ り 左 記 の

（ 教 科 ・ 事 項 ） に つ い て （ 学 校 ） （ 自 立 教 科 等 ） 教 諭 特 別 免 許 状 を

授 与 す る 。  

 

    記  

 

 

  年  月  日            愛 知 県 教 育 委 員 会  印  

 

 番 号  

 

 （ 根 拠 規 定 ）  

 

 

 

 （ 教 育 機 関 名 ）  

 

 

 

 （ 卒 業 又 は 修 了 の 年 月 日 ）  

 

 

 

 備   考  

 
備
考
 

用
紙
の
大
き
さ

は
、

日
本
産
業
規
格
Ａ

４
と

す
る

。
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